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総務電算情報課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

980,000 960,000 決　　　　　定
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入札（見積）結果公表台帳
物品関係

事業名 電子計算機操作等業務委託 所管課

選定理由

　本事業は、総務電算情報課所管の汎用電子計算機に係るバッチ処理等のオペレーション、同機等の障害対応、パソコン操作サポート、
システム障害発生時の原因追究及び修復作業等の業務を委託するものである。
　汎用電子計算機上で稼動するシステムは、京都電子計算株式会社（KIP）が開発したものであり、その著作権を有する。本市システム
と同様の環境を自社で構築しているKIPであれば、本市での障害発生時に同現象を再現し、システム開発担当者が本市に常駐するオペ
レーターに直接かつ速やかに指示を与えることが可能となる。業務の効率的かつ円滑な遂行を可能とするには、システム開発とシステム
運用を同一の者が一体的に実施することより他になく、唯一本業務を取扱うことが可能な京都電子計算株式会社と随意契約する。
　なお、他の業者に委託するには、当該業務及びこれに係るシステムの再構築を要し、汎用機稼働を廃棄し別システムを新たに導入する
こととなるため、多額の経費と期間が発生する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
京都電子計算株式会社

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

京都電子計算株式会社 950,000
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 10時40分
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京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６０番地

京都電子計算株式会社
代表取締役社長　小崎　寛

(2) 契 約 金 額
月額＠997,500

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ＠47,500

平 成 25 年 (2013 年 ） 4 月 1 日
平成 25 年 (2013 年 ） 3 月 19 日
平成 25 年 (2013 年 ） 3 月 28

平 成 25 年 (2013 年 ） 4 月 1 日
平成 26 年 (2014 年 ） 3 月 31 日

城陽市役所　総務部　総務電算情報課
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(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時40分平成 25 年 (2013 年 ） 3 月 28 日


